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日本海北部海域:7/1～12/31(協定）
竜飛崎灯台中心点から正西の線、
沖合底曳網漁業禁止ラインから沖出２マイル
赤石川左岸から真方位320度の線
で囲まれた区域

県境正西線

久六島周辺海域：7/20～9/19（協定）
久六島灯台中心点から半径３マイルから10マイルまでの区域
ただし、久六島灯台中心点をとおる経線以東の海域及び青森県
・秋田県境正西の以南の海域を除く。
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